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国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

税
率
・
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

 介護分  後期高齢者医療支援金医療分
区　分

改正後現行改正後現行改正後現行

 2.04％   1.65％  2.00％   2.77％  8.00％  6.50％ 
（前年分所得
-３３万円）
×税率

所得割額

 5.70％  5.50％ 2.30％  3.10％ 8.00％  7.00％ 
本年度

固定資産税額
×税率

資産割額

7,500円  7,500円   5,400円   6,300円   19,500円   19,500円  被保険者
１人につき

均等割額

 6,400円  6,400円 5,600円  6,500円 20,000円  20,000円  １世帯に
つき

平等割額

 100,000円 100,000円  130,000円  120,000円  500,000円  470,000円 課税限度額

【表１】

■国民健康保険税率改正表

　
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
病
気

や
ケ
ガ
な
ど
を
し
た
と
き
に
安
心

し
て
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
医
療
費
な
ど
の
給
付

を
行
う
大
切
な
医
療
保
険
制
度
で
、

社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
る

人
や
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

人
以
外
は
、
す
べ
て
加
入
対
象
者

と
な
り
ま
す
。

　
税
率
は
、
国
保
事
業
の
健
全
で

安
定
し
た
運
営
や
、
保
険
事
業
の

充
実
に
向
け
て
毎
年
見
直
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
今
回
の
改
正
で
は
、
国
民
健
康

保
険
税
に
含
ま
れ
る
、「
医
療
給

付
費
分
」（
国
保
の
す
べ
て
の
加
入

者
に
課
税
さ
れ
る
分
）
・「
後
期
高

齢
者
支
援
金
等
分
」（
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
医
療
費
に
充
て
る

分
）・「
介
護
納
付
金
分
」（
介
護
費

用
に
充
て
る
分
）
に
つ
い
て
【
表

１
】
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
新
し
い
税
率
の
適
用
は
今
年
の

４
月
で
、
７
月
以
降
の
納
付
分
か

ら
調
整
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の

健
全
・
安
定
化
に
向
け
て

医療給付費分（医療分）・・・・・・・・国保加入者全員が対象

後期高齢者医療支援金等分（支援金分）・国保加入者全員が対象

介護納付金分（介護分）・・・・・・・・４０歳以上６５歳未満の人が対象

国
民
健
康
保
険
税
の

減
免
に
つ
い
て

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
世
帯
で
、

①
転
入
・
転
出
者
が
い
る
場
合

②
国
民
健
康
保
険
か
ら
社
会
保
険

　
へ
の
加
入
者
が
い
る
場
合

　
（
国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
自

　
動
的
に
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
）

③
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
た
人

　
が
社
会
保
険
を
や
め
た
場
合

な
ど
の
場
合
は
、
各
総
合
支
所
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
各
総
合
支
所

　
総
務
部
税
務
課

　
国
民
健
康
保
険
税
係

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
６
３

２２

　
失
業
、
病
気
な
ど
に
よ
り
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
減
免
取
扱
要

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康

保
険
税
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
減

免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係
ま
た

は
各
総
合
支
所
地
域
生
活
課
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
相
談
の
際
は
、
離
職
証
明
書
や

退
職
時
ま
で
の
源
泉
徴
収
票
な
ど

今
年
の
収
入
見
込
み
が
分
か
る
資

料
と
、
印
鑑
（
認
印
）
な
ど
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
資
格
の

異
動
届
は
忘
れ
ず
に

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、　７５

歳
以
上
（
一
定
の
障
害
あ
る
　
歳
６５

以
上
を
含
む
）
の
人
が
加
入
対
象

の
医
療
制
度
で
、
２
年
ご
と
に
保

険
料
が
見
直
さ
れ
ま
す
。
今
回
の

改
正
で
は
、
今
後
２
年
間
（
平
成

　
～
　
年
度
）
の
保
険
料
が
改
正

２２

２３

さ
れ
ま
し
た
。【
表
２
】

後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
に
つ
い
て

【表２】平成２２年度後期高齢者医療保険料

被保険者

均等割額

【40,020円】

一人当たりの保険料

所得割額

基礎控除（33万円）　    所得割率

後の総所得金額など　   7.32％
×
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況後期高齢者医療被保険者証について

▼

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

の
用
紙
の
色
は
、
緑
色
で
す
。況国民健康保険高齢受給者証について

後期高齢者医療被保険者証と
国民健康保険高齢受給者証が更新されます

　７５歳以上の人および６５歳以上で障害認定を受けている人に交付している

「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は、７月３１日までとなっていて８月

以降は使用できなくなります。

　新しい被保険者証は、７月２０日以降に区長さんが配布しますので、受領し

てください。

※有効期限の切れた被保険者証（オレンジ色）は、８月になったら破棄し　

　てください。また８月から医療機関などを受診される場合は、新しい被　

　保険者証（緑色）をご使用ください。

　７０歳から７４歳までの人（後期高齢者医療被保険者は除く）に交付している

「国民健康保険高齢受給者証」の有効期限も、７月３１日までとなっています。

　新しい高齢受給者証は、後期高齢者医療被保険者証の配布と同じ時期に区

長さんが配布します。

※有効期限の切れた受給者証については、８月になったら破棄してください。

纂一部負担金の負担割合について

　一部負担金の割合については、軽減特例措置の延長に伴い、平成２２年４月

　から２３年３月まで１割のまま据え置かれたことにより、高齢受給者証には

　「２割（平成２３年３月３１日までは１割）」と表記されています。

纂受領した際に、次の点を確認してください。

　

▲

被保険者証、受給者証を受け取ったら、記載内容に誤りがないか確認し、

　　区長さんが持参する受領書に受領印を押してください。

【問い合わせ】　市民生活部国保年金課　緯 0220（58）2166

▼

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

の
用
紙
の
色
は
、
ピ
ン
ク
色
で
す
。

　現在、国では後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度(平成25年4月予定)の検討を進めていま

すが、高齢者をはじめ国民の皆さんのご意見を、高齢者医療制度改革会議における議論に幅広く

反映できるよう各地で「地方公聴会」を開催いたします。【参加には入場券が必要です】

【宮城県会場】

【日時】８月４日(水)　午後１時（１２時開場）

【会場】太白区文化センター（たいはっくる）　仙台市太白区長町五丁目３番２号

次の事項を記載のうえ、はがき、ＦＡＸまたは電子メールでお申込みください。（申込者多数の場

合は抽選 となります）

①「高齢者医療制度公聴会　参加希望」と記載　②開催地（宮城県会場名を記載）　③氏名（フ

リガナ）　④郵便番号・住所　⑤電話番号　⑥職業　⑦年齢

【締め切り】７月２２日（木）（郵送の場合は当日までの消印有効）

【申し込み・問い合わせ】〒１００－８９１６　東京都千代田区霞が関一丁目２番２号

　　　　　　　　　　　  厚生労働省保険局高齢者医療課

　　　　　　　　　　　  緯 ０３（５２５３）１１１１　 ０３（３５９５）３５０６　死kochokai@mhlw.go.jp

新たな高齢者医療制度に係新たな高齢者医療制度に係るる
「地方公聴会」が開「地方公聴会」が開催催されまされますす


